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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　過給機を複数有するディーゼル機関の制御方法であって、
　上記複数の過給機のうち運転中の過給機の運転状況に基づいて燃料噴射量を制限するこ
と、
　および、過給機の運転台数に応じて燃料制限値を決定し、その燃料制限値を、燃料噴射
量制御のための一信号とすること
　を特徴とするディーゼル機関の制御方法。
【請求項２】
　各過給機の回転数を検出し、検出した各回転数から過給機の運転台数を判別し、判別し
た台数に応じて上記燃料制限値を決定することを特徴とする請求項１に記載したディーゼ
ル機関の制御方法。
【請求項３】
　運転中の過給機の回転数を検出し、検出した過給機の回転数に応じて燃料制限値を決定
し、その燃料制限値を、燃料噴射量制御のための一信号とすることを特徴とする請求項１
または２に記載したディーゼル機関の制御方法。
【請求項４】
　検出した過給機の回転数がその許容回転数以下になるように上記燃料制限値を補正する
ことを特徴とする請求項３に記載したディーゼル機関の制御方法。
【請求項５】
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　過給機を複数有するディーゼル機関のためのガバナー装置であって、
　上記複数の過給機のうち運転中の過給機の運転状況に基づいて燃料量を決定する燃料制
限演算器が、ガバナーラックに操作信号を送る燃料制限部に接続されていること、
　および、上記の燃料制限演算器が、複数台のうちの過給機の運転台数に応じて燃料制限
値を決定するものであること
　を特徴とするディーゼル機関のガバナー装置。
【請求項６】
　各過給機の回転数を検出し、検出した各回転数から過給機の運転台数を判別する台数判
別手段を、上記の燃料制限演算器が有することを特徴とする請求項５に記載したディーゼ
ル機関のガバナー装置。
【請求項７】
　上記の燃料制限演算器が、運転中の過給機の回転数に応じて燃料制限値を決定するもの
であることを特徴とする請求項５または６に記載したディーゼル機関のガバナー装置。
【請求項８】
　運転中の過給機の回転数がその許容回転数以下になるように上記燃料制限値を補正する
自動補正手段が、上記の燃料制限演算器に付設されていることを特徴とする請求項７に記
載したディーゼル機関のガバナー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　請求項に係る発明は、過給機を有するディーゼル機関の運転について過給機の保護をは
かることのできる制御方法およびガバナー装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ディーゼル機関には、掃気または吸気の圧力を上げて機関出力を高くするというねらい
で過給機が付設されているものがある。
【０００３】
　過給機を有するディーゼル機関における掃気系統および排気系統を図４に示す。ディー
ゼル機関では、掃気管５１からシリンダ５２内に供給された掃気空気中に燃料が噴射され
、それが着火して膨張することにより、エネルギーが回転動力として出力される。燃焼に
よって発生する排気ガスは排気弁（図示省略）から排気管５３に集合される。排気管５３
からの排気ガスは、煙突（図示省略）より排出される前に過給機５４を通過する。過給機
５４では、排気ガスが排気タービン５４ａを回転させ、連結されているコンプレッサ５４
ｂを回す。そのコンプレッサ５４ｂが、空気を圧縮して上記の掃気管５１に送ることがで
きる。なお、機関負荷が低い場合は、排気ガスのエネルギーが小さいために過給機５４で
の圧縮は少なく、したがって不足分の空気が補助ブロア５５から供給される。ある程度負
荷が上昇すれば、過給機５４によって圧縮空気の供給を賄えるため補助ブロア５５は停止
される。
【０００４】
　舶用等のディーゼル機関であって複数の過給機を有するものにおいては、過給機の運転
台数を減らすこと（いわゆる過給機カット）により、機関を低負荷運転する場合の燃料消
費量を低減できることが知られている。過給機カットは、排気管と過給機排気タービンと
の間および過給機コンプレッサと掃気管との間にある過給機閉止弁（図４の例では符号５
６）を閉めることにより行う。機関の低負荷時には、過給機は回転数が低く効率の低い領
域で運転されるためエネルギー回収もよくないが、過給機カットを行うと、排気ガスは運
転している過給機に集中して流れるため機関の低負荷時にも過給機効率を上げることがで
き、エネルギー回収率が向上する。また、過給機カットをする場合、排気管から流出する
排気ガス量が絞られるため排気管圧力が上がり、シリンダを介して掃気管圧力も上がるこ
とから、機関の燃焼効率が高くなる。すなわち全体として、低負荷運転時には、過給機を
全数運転するよりも過給機カットの方が燃料消費量を低減できることになる。
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【０００５】
　下記の特許文献１には、過給機カットと類似の運転形態として、過給機におけるコンプ
レッサ側およびタービン側の容量を絞る（変更する）例が記載されている。この例も、低
負荷時等における過給機の効率を向上させて燃費を改善しようとするものである。
【特許文献１】特開２００３－３２８７６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように過給機カットを行うと、機関が低負荷のとき燃費が向上するメリットがあ
るものの、負荷が増したとき、運転中の過給機が過剰速度（オーバースピード）になる危
険がある。カット（運転停止）した状態の過給機には排気が流れないので、その分の排気
が運転中の過給機に集中的に供給されて過剰速度を引き起こすのである。そのため、過給
機カットを行うときには、従来、高負荷運転にならないよう機関回転数を制限しているの
が一般的である。
【０００７】
　しかし、機関回転数を制限しても、過給機が過剰速度になることを必ず防止できるわけ
ではない。たとえば舶用ディーゼル機関の場合、平水時であれば機関負荷は機関回転数の
３乗に比例するので、機関回転数に制限を設ければ機関負荷にも過給機回転数にも制限を
与えられるが、操舵や潮流方向等によってプロペラ荷重が増えると、機関回転数が同じで
あっても機関負荷が大きくなることがある。このような場合、機関回転数による制限では
過給機を確実に保護することはできない。
【０００８】
　請求項に係る発明は、上記のようなケース等において過給機が過剰速度になることを効
果的に防止する手段を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項に係る発明は、過給機を有するディーゼル機関の制御方法であって、過給機の運
転状況（たとえば過給機の回転数や運転台数）に基づいてディーゼル機関の燃料噴射量を
制限することを特徴とする。
　この発明では、前記のように機関回転数を制限するのではなく、過給機の運転状況を検
知し当該運転状況に基づいて燃料噴射量を制限する。燃料噴射量は機関の出力に直結し、
したがって過給機回転数と直接的な関係を有する。そうした燃料噴射量を過給機の運転状
況に応じて制限するのであるから、この発明によれば、過給機が過剰速度になることを効
果的に防止して過給機を保護することができる。
【００１０】
　上記発明については、運転中の過給機の回転数（過給機が複数ある場合には、それらの
うち最高回転数となっているものの回転数）を検出し、検出した過給機の回転数に応じて
燃料制限値を決定し、その燃料制限値（回転数による燃料制限値）を、燃料噴射量制御の
ための一信号とすると好ましい。
　ガバナー装置等による燃料噴射量制御のためには、一般に、機関回転数の設定値と実測
の機関回転数との差が入力されるほか、トルクリミターからの信号や掃気圧センサー・掃
気圧リミターからの信号が送られる。この発明では、たとえばそのような信号に加えて、
運転中の過給機の回転数に応じて決定される燃料制限値をも、燃料噴射量制御のための信
号とするわけである。運転中の過給機の回転数に対応する燃料制限値をこうして燃料噴射
量制御に使用するなら、過給機が過剰速度になることを効果的かつ確実に防止できること
になる。
【００１１】
　上記の場合、検出した過給機の回転数がその許容回転数以下になるように上記燃料制限
値を補正することとするのがさらに好ましい。補正する手段としては、運転員等による手
動補正も可能であり、または、検出した過給機の回転数からその許容回転数を減じた値を
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時間について（つまり数秒～数分間の所定時間にわたって）積分し、当該積分の結果に応
じて上記燃料制限値を補正するという方法もある。また、検出した過給機の回転数がその
許容回転数を超えた場合、上記燃料制限値を一定時間率または時間関数的に徐々に下げて
いき、検出した過給機の回転数がその許容回転数以下まで下がったときに燃料制限値を下
げることを止めることで、燃料制限値を補正する方法もある。
　過給機の回転数に応じて決定される燃料制限値は、適切な値であればよいが、機関の運
転状況等によっては十分でない場合があり得る。すなわち、検出した過給機回転数が許容
回転数を超過してしまうことがあり、状況に応じて燃料制限値をより好ましい値に補正す
ることが望まれる。上記方法は、検出した過給機回転数が許容回転数を超過した場合、燃
料制限値をさらに厳しく制限する方向で補正するため、それ以降の制御を一層適切に実施
できるようになる。
【００１２】
　過給機が複数ある場合、過給機の運転台数に応じて燃料制限値を決定し、その燃料制限
値（過給機運転台数による燃料制限値）を、燃料噴射量制御のための一信号とするのもよ
い。
　前記したように、過給機が複数ある場合に過給機カットを行うと、機関が低負荷のとき
燃費が向上するものの、負荷が増したとき、運転中の過給機に多量の排気ガスが送られて
過給機回転数が過剰になる危険がある。機関回転数を制限するとしてもその危険性をなく
せるわけでないことも、前記のとおりである。
　しかし、過給機カットを行う場合、その運転台数の減少に応じて燃料を減少させるよう
に燃料制限値を定める（たとえばｎ台中ｍ台の過給機を運転する場合に燃料制限値を標準
値のｎ分のｍに下げる）なら、機関の運転が定格を超えない限り一般的には過給機が過剰
速度になることが防止される。しかもこうして燃料制限値を定めることは簡単な制御手段
により実現できるので、制御コストの面でも有利である。
　このような制御は、検出した過給機の回転数に応じて燃料制限値を決定する前記の制御
を行わないときに実施でき、または、前記の制御を行うとき同時に実施することが可能で
ある。
　なお、運転台数による燃料制限値は、過給機の運転台数を指定する運転員等が手動で設
定するようにしてもよいが、下記のように自動設定されるようにするのもよい。
【００１３】
　上記の場合、各過給機の回転数を検出し、検出した各回転数から過給機の運転台数を判
別し（つまり、回転数がゼロである過給機は運転中でないとして運転台数のカウントをす
る）、判別した台数に応じて上記燃料制限値を決定することとするのも好ましい。
　そのようにすると、燃料制限値が自動設定されることになり、過給機の運転台数を指定
するとき等に燃料制限値を運転員が手動で設定する必要がなく、設定のし忘れによる不都
合が発生しない。
【００１４】
　請求項に係る発明は、過給機を有するディーゼル機関のためのガバナー装置であって、
過給機の運転状況（たとえば過給機の回転数や運転台数）に基づいて燃料量を決定する燃
料制限演算器が、ガバナーラックに操作信号を送る燃料制限部に接続されていることを特
徴とする。
　この発明のガバナー装置によると、前記発明に係るディーゼル機関の制御方法を円滑に
実施することができる。上記した燃料制限演算器と、それに接続された燃料制限部および
ガバナーラックが、過給機の運転状況に基づいて燃料噴射量を制限するからである。
【００１５】
　上の発明において、上記の燃料制限演算器は、運転中の過給機の回転数（過給機が複数
ある場合には、それらのうち最高回転数のものの回転数）に応じて燃料制限値（回転数に
よる燃料制限値）を決定するものであるのが好ましい。そうであるなら、運転中の過給機
の回転数に対応する燃料制限値を上記燃料制限演算器が決定し、当該制限値に関する信号
が燃料噴射量制御に使用されることになる。そのため、前記の制御方法を実現し、過給機
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が過剰速度になることをとくに効果的に防止できるといえる。
【００１６】
　上記の場合、運転中の過給機の回転数がその許容回転数以下になるように上記燃料制限
値を補正する自動補正手段が、上記の燃料制限演算器に付設されているなら、さらに好ま
しい。たとえば、運転中の過給機の回転数からその許容回転数を減じた値を時間について
（つまり数秒～数分間の所定時間にわたって）積分し、当該積分の結果に応じて上記燃料
制限値を補正する自動補正手段が付設されているとよい。過給機回転数が許容回転数を超
過する場合、上記の自動補正手段が、超過の程度や時間に対応した適切な補正を燃料制限
値に加えることができ、それ以降の制御を一層適切に実施できるからである。
【００１７】
　過給機が複数ある場合、上記の燃料制限演算器が、過給機の運転台数に応じて燃料制限
値（運転台数による燃料制限値）を決定するものであるのも好ましい。過給機カットを行
う場合に、上記の燃料制限演算器が、過給機の運転台数の減少に応じて燃料を減少させる
べく燃料制限値を定めることを自動的に行い、もって過給機が過剰速度になることが防止
されるからである。
　一または二以上の燃料制限演算器が、上記した過給機回転数による燃料制限値と過給機
運転台数による燃料制限値とをともに決定するようにするのもよい。
　なお、燃料制限演算器に対する過給機の運転台数についての入力は、運転員が手動で行
うのもよいが、下記のように自動化するのもよい。
【００１８】
　上記の場合、各過給機の回転数を検出し、検出した各回転数から過給機の運転台数を判
別する台数判別手段を、上記の燃料制限演算器が有することとすれば、さらに好ましい。
過給機の運転台数が自動的に入力され、運転員が手動で入力する必要がなくなるからであ
る。
【発明の効果】
【００１９】
　発明の制御方法およびガバナー装置によれば、過給機が過剰速度になることを効果的に
防止して過給機を保護することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　発明の実施に関する形態を図１～図３に示す。各図は、複数台の過給機を有する舶用デ
ィーゼル機関のためのガバナー装置を示す制御ブロック図である。
【００２１】
　図１に示すガバナー装置は、運転中の過給機の回転数に応じて燃料制限値を決定し、そ
の制限値を燃料噴射量制御に用いるものであり、つぎのような構成を有している。
　まず、ガバナー装置の基本的な部分として制御部２０を備えている。制御部２０は、機
関回転数をフィードバックしながらディーゼル機関の運転制御を行う部分で、回転数設定
部２１と比較器２２、不感帯要素２３、制御器２４、燃料制限部２７等を含む。機能とし
ては、まず、回転数設定部２１に機関回転数設定値を設定し、測定されフィードバックさ
れる実際の機関回転数測定値と上記設定値とを比較器２２によって比較する。回転数につ
いての双方の値の差を、不感帯要素２３を介して制御器２４（たとえばＰＩ制御部）に通
したうえ、燃料制限部２７に入力する。燃料制限部２７には、トルク制限関数を有するト
ルクリミター２５を介して制限値を入力し、また、掃気圧に対する燃料量のバランスをと
る必要性から、掃気圧制限関数を有する掃気圧リミター２６を通して制限値を入力しても
いる。各リミター２５・２６の出力をも入力することから、燃料制限部２７では燃料噴射
量が制限されて出力され、過大なトルク発生をもたらすことが避けられる。なお、燃料制
限部２７の出力は制限要素９に送られ、その制限要素９が、制限された燃料噴射量に対応
づけてガバナラックのメカニカルな移動限界を操作変更する。
【００２２】
　図１のガバナー装置には、過給機の回転数に応じて燃料制限をする手段として、回転数
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センサー１と最大値選択器２および燃料制限演算器３とを含めている。すなわち、まずデ
ィーゼル機関が有するｎ台の過給機のそれぞれに回転数センサー１を取り付けてそれぞれ
の回転数を検出させ、各回転数についての信号を最大値選択器２に入力させる。最大値選
択器２は、各センサー１の信号から、全過給機のうち最高回転数となっているものの回転
数を特定して燃料制限演算器３に入力する。燃料制限演算器３は、事前に設定された過給
機回転数制限関数にしたがって、最高値である上記回転数に応じた燃料制限値を出力し、
制御部２０の燃料制限部２７に入力する。
【００２３】
　上記した各センサー１と最大値選択器２・燃料制限演算器３を使用すれば、複数台ある
うちの何台かの過給機をカットしてディーゼル機関を運転する場合にも、運転中のいずれ
かの過給機が過剰速度になる危険を回避できる。最も高速度の過給機の回転数が所定以上
の値になった場合、燃料制限演算器３からの出力信号が燃料制限部２７による燃料噴射量
制限に大きく作用し、制限要素９を介してガバナラックの移動限界を安全側（低燃料側）
へ操作するからである。
【００２４】
　燃料制限演算器３における上記の過給機回転数制限関数は、たとえば事前の試運転によ
り過給機カット状態での燃料噴射量と過給機回転数の関係を計測し、それをもとに設定し
ておくとよい。なお、過給機カットは、図４に示す過給機閉止弁５６を閉鎖することによ
って行うことができるほか、当該閉止弁５６の操作に代えて排気および掃気（吸気）の経
路にカットプレート（仕切り板）を挿入することによっても行える。特開２００３－３２
８７６３号公報（特許文献１）に示された過給機の容量変更をさらに進めて容量をゼロに
する、という手法にて過給機カットを行うのもよい。ただし、使用燃料等の関係で排気中
に固着性物質が多く含まれる舶用ディーゼル機関においては、上記のカットプレートを採
用するのが適している。
【００２５】
　図２のガバナー装置も、図１の例と同様、運転中の過給機の回転数に応じて燃料制限演
算器３等が燃料制限値を決定し、それを燃料噴射量制御に用いるものである（図１中の構
成部分と共通する部分には同一の符号を付している）。ただし、燃料制限演算器３が自動
補正手段を付属しており、決定した燃料制限値をそれによって適宜に自動補正する点で図
１のものと相違する。
【００２６】
　燃料制限演算器３の自動補正手段は、比較器４と積分演算器５、リセット器６、比例要
素７および減算器８を含むもので、つぎのように機能する。まず比較器４が、最大値選択
器２が選択した過給機回転数から、あらかじめ設定した過給機の回転数許容値を減算し、
減算結果を積分演算器５が所定時間にわたり積分する（積分はたとえば数十秒ずつ繰り返
して行う）。その積分値（積分出力）が負である場合にはリセット器６によってリセット
する一方、積分値が正である場合には、燃料制限演算器３が出力する燃料制限値の制限レ
ベルが不十分であるとして、比例要素７により上記積分値に所定の係数を乗じ、それによ
って得られる値だけ減算器８が燃料制限値を下げる（つまり制限を強める）。
【００２７】
　燃料制限演算器３が決定する燃料制限値をこうして自動補正手段が補正するため、ディ
ーゼル機関の運転状況が種々の事情により変化しても、過給機の速度が過剰になることが
確実に防止される。
【００２８】
　図３に示すガバナー装置は、過給機の運転台数に応じて燃料制限値を決定し、それを燃
料制限部２７に入力して燃料噴射量制御を行うものである。ただし、図１・図２の例が有
するのと同じ制御部２０を含んでおり、同一の構成部分には同一の符号を付している。
【００２９】
　図３のガバナー装置では、運転台数切換器１１に燃料制限換算器１２を接続しており、
切換器１１によって過給機の運転台数を特定すると、それに応じた燃料制限値を燃料制限
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換算器１２が決定する。過給機運転台数の特定は、運転員が手動で行うこととするか、ま
たは、図１等の例で用いる回転数センサーの各信号をもとに、回転数がゼロでない過給機
の数を運転台数に等しいとして自動的に行う。燃料制限換算器１２が決定する燃料制限値
は、たとえば、特定された過給機運転台数ｍと過給機全数ｎとの比（ｍ／ｎ）を、過給機
全数運転の場合の定格燃料制限値に乗じた値とする。
【００３０】
　過給機カットを行うとき過給機が過剰速度になるのは、カットした過給機には供給され
ない機関排気が運転中の過給機のみに供給されることに主たる原因がある。そのため、上
記のとおり過給機運転台数に比例するように燃料制限値を定めるなら、過給機カットの際
に運転中の過給機が過剰速度になる恐れはほぼ解消される。過給機の運転台数に応じて燃
料制限値を決定することは、簡単な制御手段で容易に行えるという利点もある。
【００３１】
　以上、実施形態を紹介したが、発明によるディーゼル機関の制御方法およびガバナー装
置の実施は、これらの形態に限るものではない。たとえば、過給機カットを行わない場合
にも、過給機が過剰速度になることを防止して過給機の保護をはかることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】発明の実施に関する形態を示す図であって、舶用ディーゼル機関のためのガバナ
ー装置を示す制御ブロック図である。
【図２】発明の実施に関する別の形態を示す図であって、舶用ディーゼル機関のためのガ
バナー装置を示す制御ブロック図である。
【図３】発明の実施に関するさらに別の形態を示す図であって、舶用ディーゼル機関のた
めのガバナー装置を示す制御ブロック図である。
【図４】過給機を有するディーゼル機関の一般的な掃気系統および排気系統を示す概念図
である。
【符号の説明】
【００３３】
　１　回転数センサー
　２　最大値選択器
　３　燃料制限演算器
　５　積分演算器
　１１　運転台数切換器
　１２　燃料制限換算器
　２０　制御部
　２７　燃料制限部
　５４　過給機



(8) JP 4802239 B2 2011.10.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(9) JP 4802239 B2 2011.10.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０９－２０９７６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３２９１３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２２０７６１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ０２Ｄ　　４１／０２　　　　
              Ｆ０２Ｂ　　３７／００　　　　
              Ｆ０２Ｂ　　３７／００７　　　
              Ｆ０２Ｄ　　２３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

